
１     受付場所

　　　　　       〒７３８－００３３

                                                     （広島県水道広域連合企業団廿日市事務所庁舎１階）

電　　話　　０８２９－３２－５４９０    （ＦＡＸ） ０８２９－３１－２５７５

２     受付期間

受付期間 指定工事店指定日（予定）

毎月５日締め 翌月１日

３　受付時間　　開庁日の９時～１２時、１３時～１７時

４　申請時提出書類

　　下水道排水設備指定工事店指定申請書（新規）

　※　添付書類

（２）法人にあっては、商業登記簿謄本（履歴事項証明書）及び定款又は寄附行為の写し

　　　個人にあっては、住民票記載事項証明書

（３）営業所の平面図及び付近見取図

（４）営業所等の写真（営業所外観、事務所・作業所等の内部がわかるもの）

（５）専属責任技術者名簿

（６）下水道排水設備工事責任技術者証（広島県下水道協会の長が交付したものに限る）の写し

（８）設備及び器材の所有調書

　　　排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類及び

　　その写真（調書の番号順にＡ４紙に整理）

※　支店・営業所単位で指定申請をおこなう場合は、本店代表者からの委任が必要です。

※　指定様式に印の記載があるものはすべて押印してください。

指定手数料

廿日市市下水道排水設備指定工事店指定（新規）について

廿日市市　建設部　下水道経営課　営業係

住　　所　　 廿日市市串戸五丁目10番15号

・ただし受付期間末日が閉庁日（土・日、祝日等）に当たるときは、その直前の開庁日を締め切りとしま
す。

・指定工事店指定日が閉庁日（土・日、祝日等）に当たるときは、その翌日以降の開庁日に交付します。

・工事店証の交付の際は、こちらから連絡します。

（１）誓約書（廿日市市下水道排水設備指定工事店規則第３条第１項第４号アからカまでのいずれにも
　　該当しない者であることを誓約する書類）（代表者印を押印）

（７）雇用関係を証する書類（住民税特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義務者用）
　　（写）又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書（写））（代表者が責任
　　技術者の場合は不要）

（上記が提出できない場合は下記のいずれか一つ）

※　雇用保険被保険者資格取得確認通知書（写）及び保険料領収書（写）

※　賃金台帳（写）又は源泉徴収簿（写）及び所得税納付額領収書（写）

※　提出書類は全てA4サイズに統一してください。

　　新規指定：２万円　（申請時に発行の納付書で指定金融機関で納付してください。）

※　新規指定期間満了後継続して指定を希望される場合の手数料は１万円となります。



廿日市市下水道排水設備指定工事店規則（抜粋）

　（指定工事店の指定）

（１）責任技術者が１名以上専属していること。

（２）排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

（４）次のいずれにも該当しないこと。

　　ア　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

　　カ　法人であって、その役員のうちにアからカまでのいずれかに該当する者がいる場合

第１０条

（１）下水道に関する法令又は条例若しくはこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

（２）業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

（３）虚偽又は不正の事実に基づき指定を受けたことが判明したとき。

１　住所又は名前の変更

２　責任技術者証を紛失又はき損・破損した場合

３　死亡した場合

４　欠格要件に該当した場合

　①　成年被後見人又は被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

　②　責任技術者の登録を取り消され、その日から２年を経過していない者

　　申請の際は、次の要件に適合していることを確認してください。

第３条　排水設備工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、
　市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

（３）広島県の区域内又は別表に掲げる山口県内若しくは島根県内の市町のいずれかの区域内に営業所
　　があること。

　　イ　工事業者が不法行為又は不正行為等により責任技術者としての登録を取り消されてから
        ２年を経過していない場合

　　ウ　指定工事店が、第１０条第２項の規定により指定を取り消されてから２年を経過して
         いない場合

　　エ　工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる
         相当の理由がある場合

　　オ　精神の機能の障害により排水設備工事を適正に施行するに当たって必要な認知、判断
　　　 及び意思疎通を適切に行うことができない場合

２　前項第４号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号
　ウに規定する期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができな
　い。

       ※　「（１）責任技術者」とは、排水設備工事に関し技能を有する者として、広島県下水道協会の
          長が登録した下水道排水設備工事責任技術者をいう。

２　市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は６月を超えな
い範囲内において指定の効力を停止することができる。

（注）責任技術者について、次に該当する時は広島県下水道協会への届出が必要です。

       ※　住所変更等の手続きが行われない場合、本人に必要な書類が届かないなど不利益を被る
          ことがありますので、必ず届出てください。

　　　届出窓口は、「広島県下水道協会市町名簿」の下水道担当課です。
　　　なお、届出用紙は下水道担当課に備えてあります。

（別表）


